
  

 
 

 

公

的

資

金

再

生

事

業

者

と

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

と

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

に

関

す

る

法

律

案

 

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

が

公

正

か

つ

自

由

な

競

争

を

阻

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

こ

と

に

鑑

み

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

と

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

と

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

に

関

す

る

指

針

の

策

定

等

に

つ

い

て

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

こ

れ

ら

の

者

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

を

図

り

、

も

っ

て

国

民

経

済

の

健

全

な

発

達

の

促

進

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

」

と

は

、

株

式

会

社

企

業

再

生

支

援

機

構

そ

の

他

有

用

な

経

営

資

源

を

有

し

な

が

ら

過

大

な

債

務

を

負

っ

て

い

る

事

業

者

の

事

業

の

維

持

更

生

又

は

再

生

を

支

援

す

る

こ

と

を

目

的

に

政

府

（

政

府

が

出

資

す

る

法

人

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

出

資

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

（

当

該

目

的

に

係

る

業

務

を

行

う

法

人

で

あ

っ

て

政

府

が

出

資

す

る

も

の

を

含

む

。

）

で

あ

っ

て

政

令

で

定

め

る

も

の

（

以

下

「

事

業

再

生

支

援

法

人

」

と

い

う

。

）

が

当

該

目

的

に

係

る

業

務

と

し

て

行

う

次

に

掲

げ

る

行

為

を

い

う

。

 

 

一

 

当

該

事

業

者

に

対

し

て

金

融

機

関

等

（

株

式

会

社

企

業

再

生

支

援

機

構

法

（

平

成

二

十

一

年

法

律

第

六

十

三

号

）

第

二



 

 

条

に

規

定

す

る

金

融

機

関

等

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

有

す

る

債

権

の

買

取

り

又

は

当

該

事

業

者

に

対

し

て

金

融

機

関

等

が

有

す

る

貸

付

債

権

の

信

託

の

引

受

け

 

 

二

 

当

該

事

業

者

に

対

す

る

資

金

の

貸

付

け

（

社

債

の

引

受

け

を

含

む

。

）

 

 

三

 

当

該

事

業

者

に

対

す

る

金

融

機

関

等

か

ら

の

資

金

の

借

入

れ

に

係

る

債

務

の

保

証

 

 

四

 

当

該

事

業

者

に

対

す

る

出

資

（

当

該

事

業

者

の

株

式

の

取

得

を

含

む

。

）

 

２

 

極

め

て

大

規

模

な

災

害

に

よ

っ

て

被

害

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

過

大

な

債

務

を

負

っ

て

い

る

事

業

者

で

あ

っ

て

被

災

地

域

に

お

い

て

そ

の

事

業

の

再

生

を

図

ろ

う

と

す

る

も

の

の

事

業

の

再

生

を

支

援

す

る

こ

と

を

目

的

に

政

府

が

出

資

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

が

当

該

目

的

に

係

る

業

務

と

し

て

行

う

前

項

各

号

に

掲

げ

る

行

為

は

、

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

に

含

ま

れ

な

い

も

の

と

す

る

。

 

３

 

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

公

的

資

金

再

生

事

業

者

」

と

は

、

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

を

受

け

た

事

業

者

を

い

う

。

 

 

（

指

針

の

策

定

）

 

第

三

条

 

公

正

取

引

委

員

会

は

、

私

的

独

占

の

禁

止

及

び

公

正

取

引

の

確

保

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

五

十

四

号

）

第

一

条

の

公

正

か

つ

自

由

な

競

争

の

促

進

を

図

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

勘

案

し

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

と

同



  

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

と

の

対

等

な

競

争

条

件

を

確

保

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

に

関

す

る

指

針

を

策

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

が

当

該

公

的

資

金

再

生

事

業

者

の

事

業

を

維

持

更

生

し

、

又

は

再

生

す

る

た

め

に

必

要

最

小

限

の

も

の

で

あ

る

か

ど

う

か

。

 

 

二

 

競

争

条

件

に

対

す

る

影

響

を

最

小

限

と

す

る

た

め

必

要

な

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

か

ど

う

か

。

 

 

（

事

業

再

生

支

援

法

人

の

責

務

）

 

第

四

条

 

事

業

再

生

支

援

法

人

は

、

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

前

条

の

指

針

を

勘

案

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

関

係

行

政

機

関

の

長

の

責

務

）

 

第

五

条

 

関

係

行

政

機

関

の

長

は

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

又

は

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

に

対

し

処

分

等

（

行

政

手

続

法

（

平

成

五

年

法

律

第

八

十

八

号

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

処

分

及

び

同

条

第

六

号

に

規

定

す

る

行

政

指

導

を

い

う

。

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

行

う

と

き

は

、

第

三

条

の

指

針

を

勘

案

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

事

業

再

生

支

援

法

人

及

び

関

係

行

政

機

関

の

長

に

対

す

る

勧

告

）

 



 

 

第

六

条

 

公

正

取

引

委

員

会

は

、

第

三

条

の

指

針

に

照

ら

し

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

又

は

公

的

資

金

再

生

事

業

者

若

し

く

は

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

に

対

す

る

処

分

等

が

適

切

に

行

わ

れ

て

い

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

事

業

再

生

支

援

法

人

又

は

関

係

行

政

機

関

の

長

に

対

し

、

必

要

な

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

公

正

取

引

委

員

会

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

を

し

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

、

そ

の

勧

告

の

内

容

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

事

業

再

生

支

援

法

人

及

び

関

係

行

政

機

関

の

長

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

に

基

づ

き

講

じ

た

措

置

に

つ

い

て

、

公

正

取

引

委

員

会

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

経

済

社

会

の

構

造

の

変

化

に

対

応

し

た

税

制

の

構

築

を

図

る

た

め

の

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

一

部

改

正

）

 

第

七

条

 

経

済

社

会

の

構

造

の

変

化

に

対

応

し

た

税

制

の

構

築

を

図

る

た

め

の

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

附

則

第

十

四

条

第

二

項

中

「

生

じ

た

法

人

」

の

下

に

「

（

公

的

資

金

再

生

事

業

者

と

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

と

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

 
 

 

号

）

第

二

条

第

三

項

に

規

定

す

る

公

的

資

金

再

生

事

業

者

（

附

則

第

二

十

二

条

第

二

項

に

お

い

て

「

公

的

資

金

再

生

事

業

者

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。

 



  

 
 

附

則

第

二

十

二

条

第

二

項

中

「

連

結

親

法

人

」

の

下

に

「

（

公

的

資

金

再

生

事

業

者

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

七

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

第

二

条

 

第

七

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

経

済

社

会

の

構

造

の

変

化

に

対

応

し

た

税

制

の

構

築

を

図

る

た

め

の

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

附

則

第

十

四

条

第

二

項

及

び

第

二

十

二

条

第

二

項

の

規

定

は

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

の

第

七

条

の

規

定

の

施

行

の

日

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

降

に

開

始

す

る

事

業

年

度

の

所

得

に

対

す

る

法

人

税

及

び

施

行

日

以

降

に

開

始

す

る

連

結

事

業

年

度

の

連

結

所

得

に

対

す

る

法

人

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

の

施

行

日

前

に

開

始

し

た

事

業

年

度

の

所

得

に

対

す

る

法

人

税

及

び

施

行

日

前

に

開

始

し

た

連

結

事

業

年

度

の

連

結

所

得

に

対

す

る

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

第

三

条

 

前

条

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

法

律

の

施

行

に

関

し

必

要

な

経

過

措

置

は

、

政

令

で

定

め

る

。

 



 

 

 
 

 
 
 

理

 

由

 

 

公

的

資

金

に

よ

る

事

業

再

生

支

援

が

公

正

か

つ

自

由

な

競

争

を

阻

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

こ

と

に

鑑

み

、

公

的

資

金

再

生

事

業

者

と

同

種

の

業

務

を

営

む

事

業

者

と

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

を

図

る

た

め

、

こ

れ

ら

の

者

の

対

等

な

競

争

条

件

の

確

保

に

関

す

る

指

針

の

策

定

等

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 


